
就
労
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

産
業
人
材
育
成
統
括
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

子
育
て
支
援
相
談
専
門
職

第

二

千

七

百

八

十

六

号

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

月
額

二
三
四
、
九
〇
〇
円

月
額

一
八
五
、
九
〇
〇
円

月
額

二
〇
六
、
〇
〇
〇
円

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

人

事

課)

六
二
三
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
農
業
協
同
組
合
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

検
査
監
督
課)

六
二
四

告

示

○
農
林
水
産
大
臣
の
保
安
林
に
指
定
の
予
定

(

治

山

課)

六
二
四

○
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定

(

同

)

六
二
四

○
道
路
の
区
域
変
更

(
道
路
維
持
課)

六
二
六

○
道
路
の
供
用
開
始

(
同

)

六
二
七

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

六
二
七

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
・
金
融
課)
六
二
八

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)
六
二
八

○
各
務
原
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

(

都
市
政
策
課)

六
二
八

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

岐
阜
農
林
事
務
所)

六
二
九

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

(

同

)

六
二
九

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

(

同

)

六
三
〇

規

則

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
九
号

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
百
四
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
二
号
の
表
子
育
て
支
援
企
業
発
掘
・
指
導
専
門
職
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

本
則
第
二
号
の
表
障
害
者
職
業
訓
練
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

本
則
第
二
号
の
表
特
別
支
援
教
育
支
援
員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

本
則
第
二
号
の
表
宿
日
直
業
務
専
門
職
の
項
中

｢

九
、
四
〇
〇
円｣

を

｢

九
、
七
〇
〇
円｣

に
、

｢

五
、
八
五
〇
円｣

を｢
六
、
〇
五
〇
円｣

に
、｢

三
、
八
〇
〇
円｣

を｢

三
、
九
〇
〇
円｣

に
改
め
る
。
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休
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た
る
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翌
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平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日



附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
農
業
協
同
組
合
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
号

岐
阜
県
農
業
協
同
組
合
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
農
業
協
同
組
合
等
検
査
規
則(

平
成
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

第
十
五
条
第
一
項｣

を｢

第
十
六
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式(

そ
の
一)

中｢第
15条
第
１
項
｣

を｢第
16条
第
１
項
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
山
市
清
見
町
大
原
字
瀬
戸
山
四
三
の
一
、
四
三
の
三
五
か
ら
四
三
の
四
〇
ま
で
、
四
三
の
四
四
、

四
三
の
五
四
、
四
三
の
七
三
、
四
三
の
七
四

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一
一�
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

高
山
市
岩
井
町
九
〇
九
の
二
、
九
一
〇
の
二
、
九
一
〇
の
三
、
九
二
一
の
一
、
九
二
六
の
一
、

九
二
七
、
大
島
町
一
八
二
の
一
、
一
八
二
の
三
、
一
八
三
、
一
八
四
の
一
、
一
八
五
、
一
八
六
の

一
、
一
八
六
の
二
、
一
八
六
の
四
、
一
八
六
の
五
、
一
八
七
、
一
八
八
の
一
、
一
八
九
、
滝
町
二

四
〇
一
、
二
四
〇
二
、
二
四
〇
五
の
四
、
八
日
町
一
九
一
七
、
一
九
一
八
、
丹
生
川
町
折
敷
地
字

立
岩
尾
三
五
〇
二
の
一
、
三
五
〇
二
の
二
、
三
五
〇
三
、
字
黒
花
谷
三
五
二
八
の
二
、
三
五
二
九
、

字
下
り
谷
三
五
三
二
の
一
、
三
五
三
二
の
三
、
三
五
三
三
、
字
所
サ
コ
三
五
三
六
の
二
、
字
コ
ネ

ス
谷
三
五
三
八
の
二
、
三
五
三
九
、
字
腰
谷
三
五
六
四
の
二
、
三
五
六
五
、
丹
生
川
町
森
部
字
水

谷
一
五
八
〇
の
二
、
一
五
八
〇
の
三
、
字
権
四
郎
谷
一
五
八
二
の
一
、
字
岡
田
ケ
洞
一
五
八
四
、
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一
五
八
五
、
一
五
八
六
の
一
か
ら
一
五
八
六
の
三
ま
で
、
清
見
町
夏
厩
字
曲
洞
七
三
五
の
二
〇
、

七
三
五
の
二
一
、
清
見
町
楢
谷
字
カ
ク
レ
洞
七
の
三
二
か
ら
七
の
三
八
ま
で
、
七
の
四
二
か
ら
七

の
四
八
ま
で
、
一
之
宮
町
字
餅
谷
平
栃
洞
六
六
二
六
の
二
、
字
水
洞
六
六
九
一
の
一
、
字
尻
立
八

〇
二
五
の
二
、
字
マ
サ
板
八
〇
五
五
の
二
、
朝
日
町
青
屋
字
樋
ケ
洞
三
五
〇
二
の
二
、
高
根
町
中

之
宿
字
本
谷
五
三
、
字
山
葵
五
四
、
字
フ
ト
ウ
五
五
、
国
府
町
宮
地
字
ニ
ノ
谷
一
九
三
八
の
一
、

一
九
三
八
の
三
か
ら
一
九
三
八
の
五
ま
で
、
一
九
三
八
の
一
一
、
一
九
三
八
の
一
二
、
字
奥
西
谷

一
九
四
三
、
字
宮
谷
一
九
四
四
の
一
、
字
東
谷
一
九
四
五
の
二
、
上
宝
町
苧
生
茂
字
高
ト
ヤ
六
二

一
の
二
、
六
二
一
の
三
、
上
宝
町
葛
山
字
深
谷
中
尾
八
四
七
の
二
、
上
宝
町
鼠
餅
字
ア
ザ
レ
松
一

〇
四
五
、
一
〇
四
六
の
一
、
字
尾
俣
一
三
六
一
の
三
一
、
一
三
六
一
の
四
〇

二�
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三�
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
一�
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

高
山
市
岩
井
町
九
一
九
の
一
、
九
一
九
の
二
、
九
一
九
の
八
、
九
一
九
の
一
六
か
ら
九
一
九
の

一
八
ま
で
、
九
二
七
、
九
二
八
の
一
、
久
々
野
町
大
西
字
西
坂
谷
二
一
一
九
か
ら
二
一
二
九
ま
で
、

字
東
坂
谷
下
坂
谷
二
一
三
〇
、
字
胡
桃
谷
尻
ナ
シ
二
一
三
一
、
朝
日
町
甲
字
樽
ケ
沢
一
九
六
八
の

九
、
一
九
六
八
の
一
〇
、
上
宝
町
苧
生
茂
字
高
ト
ヤ
六
二
一
の
二
、
六
二
一
の
三

二�
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
止

三�
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
二
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一
一�
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

飛�
市
古
川
町
黒
内
字
中
ノ
俣
二
一
七
八
の
二
、
字
シ
ナ
ノ
キ
二
一
七
九
、
字
架
橋
二
一
八
〇

の
二
、
古
川
町
笹
ケ
洞
字
西
平
一
六
二
六
の
一
、
字
霜
深
一
六
二
七
の
一
、
字
野
土
一
六
二
八
の

一
、
字
上
樽
一
六
三
六
の
一
、
一
六
三
六
の
二
、
古
川
町
谷
字
袖
峡
二
一
四
六
、
古
川
町
畦
畑
字

岩
樽
一
五
一
八
の
二
、
字
猪
臥
一
五
一
九
の
二
、
一
五
一
九
の
三
、
一
五
一
九
の
一
八
、
字
木
落

一
五
二
〇
の
二
、
一
五
二
〇
の
四
か
ら
一
五
二
〇
の
六
ま
で
、
字
樽
峡
一
五
二
一
の
二
五
、
一
五

二
一
の
八
八
、
字
葉
手
洞
一
五
二
八
の
三
、
一
五
二
八
の
一
三
、
一
五
二
八
の
二
五
、
字
内
ケ
谷

一
七
六
〇
の
二
、
一
七
六
〇
の
三
、
一
七
六
〇
の
五
、
一
七
六
〇
の
七
、
一
七
六
〇
の
七
二
、
一

七
六
〇
の
七
三
、
字
樽
ケ
洞
一
七
六
一
の
一
、
一
七
六
一
の
二
、
字
廻
り
洞
一
七
六
三
の
二
、
一

七
六
三
の
一
六
、
字
松
ケ
洞
一
七
六
四
の
一
、
一
七
六
四
の
二
、
字
岩
洲
ケ
洞
一
七
六
五
の
一
、

字
水
ナ
シ
一
七
六
六
の
一
、
一
七
六
六
の
四
、
一
七
六
六
の
五
、
字
小
瘠
尾
一
七
六
九
の
一
、
一

七
六
九
の
二
、
字
大
瘠
尾
一
七
七
〇
、
字
日
蔭
葉
手
洞
一
七
七
二
の
一
か
ら
一
七
七
二
の
一
〇
ま

で
、
字
猪
臥
谷
一
七
七
六
の
一
か
ら
一
七
七
六
の
七
ま
で
、
字
長
峡
一
七
七
七
の
二
か
ら
一
七
七

七
の
四
ま
で
、
河
合
町
稲
越
字
小
滝
二
二
〇
の
一
、
二
二
〇
の
一
六
、
字
一
ノ
瀬
一
九
〇
九
の
一
、

河
合
町
上
ケ
島
字
ゴ
ン
ヂ
ャ
ヂ
ャ
ミ
二
六
〇
の
一
か
ら
二
六
〇
の
三
ま
で
、
二
六
〇
の
五
、
字
板

木
平
二
六
一
の
三
、
河
合
町
元
田
字
兀
ノ
谷
六
五
四
の
一
、
字
朝
ケ
ら
谷
六
五
五
の
三
、
河
合
町
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県
道

道
路
の
種
類

恵

那

蛭

川
線

東
白
川

路
線
名

恵
那
市
大
井
町
字
的
ヶ
屋
敷

四
〇
七
番
七
地
先
か
ら

同

市
笠
置
町
毛
呂
窪
字
栩

杭
七
〇
〇
番
三
地
先
ま
で

恵
那
市
大
井
町
字
入
道
坂
二

七
一
八
番
三
地
先
か
ら

同

市
笠
置
町
毛
呂
窪
字
栩

杭
七
〇
〇
番
一
地
先
ま
で

恵
那
市
大
井
町
字
的
ヶ
屋
敷

四
〇
七
番
七
地
先
か
ら

同

市
笠
置
町
毛
呂
窪
字
栩

杭
七
〇
〇
番
三
地
先
ま
で

区

間

後
Ｂ Ａ

前
Ｂ

区
域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜��･��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)�、���･� �、���･��、���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

Ａ
及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

備

考

月
ケ
瀬
字
ハ
ナ
レ
ク
ラ
三
九
三
の
一
一
、
河
合
町
角
川
字
志
ん
の
谷
二
三
二
九
の
一
、
字
大
谷
二

三
三
〇
か
ら
二
三
三
四
ま
で
、
二
三
四
六
の
五
、
河
合
町
天
生
字
丸
尾
三
八
五
の
三
、
三
八
五
の

八
、
河
合
町
二
ツ
屋
字
せ
ん
の
う
二
〇
六
の
四
、
河
合
町
羽
根
字
坂
洞
五
九
三
、
字
舟
曽
六
八
三
、

字
打
越
六
八
四
、
字
か
ん
ば
谷
七
四
六
の
一
、
七
四
六
の
二
、
字
東
俣
七
五
〇
の
二
、
七
五
一
、

字
岩
た
れ
七
五
三
の
一
、
字
鳥
屋
尾
七
五
四
の
三
、
七
五
五
の
三
、
七
五
五
の
四
、
七
五
六
、
河

合
町
保
字
小
鷹
利
一
七
八
五
の
四
、
字
い
ら
谷
一
七
八
七
の
一
、
神
岡
町
岩
井
谷
字
沼
ノ
洞
三
四

九
の
一
か
ら
三
四
九
の
三
ま
で

二�
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三�
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
一�
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

飛�
市
河
合
町
稲
越
字
岩
樽
一
三
四
五
の
一
、
一
三
四
五
の
一
〇
、
河
合
町
大
谷
字
ね
ず
尾
六

六
九
の
一
か
ら
六
六
九
の
三
ま
で
、
河
合
町
元
田
字
中
尾
一
〇
七
五
の
四
、
一
〇
七
五
の
五
、
宮

川
町
小
谷
字
奥
峠
四
七
九
の
一
、
字
青
木
四
八
〇

二�
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
止

三�
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
飛�
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。
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県
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

多
治
見

八
百
津
線

路
線
名

二
百
五
十

六
号

路
線
名

可
児
市
久
々
利
柿
下
入
会
字
浅
間

山
一
四
四
番
二
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

三
番
九
七
地
先
ま
で

区

間

加
茂
郡
東
白
川
村
神
土
字
細

尾
二
一
二
六
番
一
地
先
地
内

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日 ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 備

考

県
道

道
路
の
種
類

岐

阜

大

野
線

路
線
名

本
巣
市
文
殊
字
村
前
八
〇
〇
番
六

地
先
か
ら

同

市
同

字
同

八
〇
〇
番
八

地
先
ま
で

区

間��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
九
月
七
日
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東

高

山

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

高

山

市

役

所

縦

覧

場

所

平
成
二
八
・

九
・
三
〇
か
ら

同

・
一
〇
・
三
一
ま
で

縦

覧

期

間

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｏ
Ｒ
Ｇ
Ａ
Ｎ

三

代

表

者

の

氏

名

蒲

勇
介

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
湊
町
四
五
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
担
い
手
づ
く
り
・
協
働
の
場
づ
く
り
・

合
意
形
成
支
援
事
業
、
ま
た
地
域
資
源
を
発
掘
、
活
用
し
た
体
験

交
流
型
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
事
業
な
ど
を
通
じ
て
、

長
良
川
流
域
に
生
き
る
当
事
者
が
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
い
の
ち
の

つ
な
が
り
を
受
け
継
ぎ
、｢

お
互
い
さ
ま
、
お
か
げ
さ
ま｣

が
当

た
り
前
の
持
続
可
能
な
地
域
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
届
出
書
等
は
平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・
金

融
課
及
び
東
濃
県
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

大
黒
天
物
産
株
式
会
社

外
一
者

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

ラ
・
ム
ー
土
岐
店
・
ゲ
ン
キ
ー
定
林
寺
店

土
岐
市
泉
町
定
林
寺
字
土
井
二
〇
〇
番
一

外

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
日

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
一
日

五

店
舗
面
積

三
、
〇
四
六
平
方
メ
ー
ト
ル

六

駐
車
場
の
収
容
台
数

一
四
〇
台

七

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

二
〇
五
平
方
メ
ー
ト
ル

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
各
務
原
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

第２７８６号 岐 阜 県 公 報 平成28年９月30日 ( 628 )



各
務
原
都
市
計
画
地
区
計
画

朝
日
地
区
地
区
計
画

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
各
務
原
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

岐
阜
市
方

県
土
地
改

良
区

平
成
��･�･��
理
事

野
々
村

貢

岐
阜
市
石
谷

四
一
五
番
地

同

野

口

和

光

同

三
二
五
番
地

同

大

野

高

夫

同

四
九
四
番
地

同

野

杉

進

同

五
五
七
番
地

同

小

田

和

雄

岐
阜
市
安
食

四
一
一
番
地

同

加

藤

芳

宣

同

一
〇
七
〇
番
地

同

小

枝

國

昭

同

一
一
二
〇
番
地
五

同

小

田

幹

男

同

三
五
三
番
地
一

同

野
々
村�
彰

岐
阜
市
村
山

一
七
二
七
番
地

同

矢

野�
晴

同

一
七
八
三
番
地

同

村

山

孝

義

同

二
四
五
番
地

同

桐

山

直

幸

岐
阜
市
岩
利
六
丁
目

六
七
番
地

同

豊�
育

夫

同

八
〇
二
番
地
一

同

豊�
守

同

一
〇
八
一
番
地

同

宮

部

繁

雄

同

二
三
番
地
一

同

部

田

和

則

岐
阜
市
佐
野

三
五
〇
番
地
一

監
事

小

田

正

行

同

安
食

九
五
三
番
地
三

同

大

杉

浩

之

同

石
谷

一
五
二
二
番
地
一

同

宮

部

辰

男

同

彦
坂

二
〇
九
番
地
一

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

岐
阜
市
方

県
土
地
改

良
区

平
成
��･�･�
理
事

野
々
村

貢

岐
阜
市
石
谷

四
一
五
番
地

同

野
々
村�
彰

同

村
山

一
七
二
七
番
地

同

加

藤

芳

宣

同

安
食

一
〇
七
〇
番
地

同

桐

山

直

幸

同

岩
利
六
丁
目

六
七
番
地

同

豊�
守

同

岩
利

一
〇
八
一
番
地

監
事

宮

部

昌

幸

同

彦
坂

一
八
六
番
地

同

野
々
村

康

彦

同

石
谷

三
三
〇
番
地

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

席
田
井
水

土
地
改
良

区

平
成
��･�･�
理
事

大

野

茂

本
巣
郡
北
方
町
曲
路
二
丁
目

八
二
番
地

同

木
野
村

隆

司

同

柱
本
三
丁
目

四
〇
番
地
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同

大

野

甲
志
雄

同

曲
路
二
丁
目

七
六
番
地

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

羽
島
用
水

土
地
改
良

区

平
成
��･�･��
理
事

加

藤

正

義

羽
島
郡
岐
南
町
上
印
食
四
丁
目

一
七
八

同�
田

長

壽

同

笠
松
町
円
城
寺

七
七
七

同

伏

屋

賢

治

同

岐
南
町
伏
屋
四
丁
目

二
二
六

同

小

島

進

各
務
原
市
神
置
町
四
丁
目

一
三
八

同

栗

田

榮

三

同

三
井
町
五
丁
目

一
五

同

舩

渡

久

洋

岐
阜
市
芋
島
四
丁
目

一
七
―
五

同

日
比
野

正

弘

各
務
原
市
前
渡
東
町
八
丁
目

一
九
〇

同

岩

田

進

岐
阜
市
柳
津
町
東
塚
五
丁
目
一
一
一
―
一

同�
橋

伸

治

羽
島
郡
笠
松
町
北
及

二
〇
二
〇

同

岩

田

悟

羽
島
市
足
近
町
南
之
川

一
三
七

同

大

橋

勝

好

同

小
熊
町
西
小
熊

一
五
五
七
―
一

同

味

岡

弘

同

正
木
町
大
浦

一
三
〇
三

同

淺

野

喜
代
司

同

竹
鼻
町
飯
柄

九
六
四

同

田

中

博

同

福
寿
町
間
島
五
丁
目

二
一

監
事

加

藤

木

孝

羽
島
郡
笠
松
町
円
城
寺

二
五
九
六

同

今

井

正

行

同

岐
南
町
三
宅
七
丁
目

一
〇
一

同

尾

関

貞

克

各
務
原
市
上
中
屋
町
二
丁
目

一
九
七

同

小

川

稔

岐
阜
市
柳
津
町
南
塚
三
丁
目

一
〇

同

大

野

成

正

羽
島
市
小
熊
町
内
粟
野

五
九
七
八

同

花

村

直

良

同

正
木
町
上
大
浦
三
丁
目

五
一
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